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宮城県総務部秘書課  

 

知事公館の使用に関する注意事項  

 

１ 敷地の使用  

公館管理人宿舎部分（敷地の北側）を除いて使用できます。敷地の周囲は急傾斜地となっていま

すのでご注意願います。 

また，樹木や芝生を痛めないようにご配慮願います。 

２ 建物の使用  

物置部分（厨房室の奥）を除いて使用できます。 

知事公館内は土足禁止ですので，備え付けのスリッパをご利用ください。 

なお，室内・廊下とも非常に滑りやすくなっておりますので，十分にご注意願います。 

３ 業者委託  

結婚式・食事会等の運営をイベント業者等へ委託しても構いません。 

４ 破損等の対応  

建物や備品類の破損・汚損が確認された場合は使用者の負担で復旧していただくことになります。

知事公館は文化財や美術品を有する施設ですのでご注意願います。 

なお，テーブルやエアコンカバーのカウンターは，ホットプレートなどの加熱器具又は  ビールサーバ

ーなどの冷却器具で変色する場合がありますので，これらの器具は置かないでください。  

※なお，ご心配の方は，1 日単位で加入出来るレクリエーション保険等への加入をお勧めします。 

５ 事前見学  

他に使用していない時であればいつでも可能です。なお，休日・貸し出し中などにより見学ができな

い場合もありますので，事前に宮城県総務部秘書課（TEL：022-211-2212）へお問い合わせくだ

さい。 

６ 駐車場  

スペースが限定されますが，10 台程度であれば駐車は可能です。現地にてご確認ください。 

また，正門（県指定文化財）の高さ
※
の関係から，大型バス等での進入はできませんので，正門前で

下車していただくことになります。 

なお，施設管理のため，県職員及び管理人が駐車場の一部を使用することもありますのでご了承

願います。 

※正門（県指定文化財）の大きさ：高さ 3.1ｍ，幅 3.5ｍ 



７ 公館内での飲食  

公館内での飲食は支障ありませんが，調理は禁止しております。飲食に際しては，ケータリング（仕

出し）等で対応願います。ただし，厨房に備え付けの冷蔵庫での保管・保温や，業務用電子レンジ・ガ

スコンロを使用した料理の温め程度は構いません。 

また，食器の貸出しは行っておりませんので，必要な場合は使用者ご自身でご準備願います。 

８ 公館内での飲酒・喫煙  

公館内で飲酒する場合は，節度を守った飲酒をお願いいたします。また，敷地内において酩酊状態

で大声を出すなど，周辺にお住まいの方々のご迷惑にならないよう，十分にご配慮願います。 

なお，健康増進法の改正により，望まない受動喫煙を防止するため，公館内及び敷地内は全面禁

煙といたします。 

9 ゴミの処理  

使用の際に発生したゴミや吸殻等については，使用者がすべて持ち帰り，処分してください。  

10 機材の搬入  

機材搬入はできますが，粘着テープ，釘等を用いて固定は認めておりません。 

11 備品類の使用・原状復帰  

公館内の椅子，テーブルは使用して構いません。ただし，使用後は元の配置へ戻してください。  

12 使用料金の返還  

使用料金の納付後，申請人の都合により公館の使用をキャンセルした場合，使用料は返還しませ

んので，十分に調整していただくようお願いいたします。 

13 職員等による現状確認  

使用の前後に職員等が現状確認を行いますので，使用者ご自身（結婚式等の場合は現場責任者）

の立ち会いをお願いします。 

なお，使用中においても，緊急時の対応のために職員等が配備されていますのでご了承願います。  

14 その他  

   身体障害者補助犬を除き，ペットを連れての入館はお断りします。 

 

 

連絡先  

宮城県総務部秘書課  

電話：022-211-2212（平日のみ）/ E-mail:hisyog@pref.miyagi.lg.jp 

知事公館の写真等については，下記ホームページからも確認いただけます。  

http://www.pref.miyagi.jp/site/gvroom/hisyo-page-6.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/site/gvroom/hisyo-page-6.html


＜使用料金＞ 

敷地・建物の使用料及び光熱水費は以下のとおりです。 

敷地・建物使用料については，使用許可書に納付書を同封します。なお，光熱水費については金額

の確定後に納付書を送付しますので，いずれも指定金融機関で納付してください。 

なお，納入期限までに納付がない場合は，許可を取り消すことがあります。  

〇 敷地・建物使用料  

 

※１ 半日：４時間まで 

※２ １日：４時間をこえ７時間 30 分まで 

※３ 洋室Ａは，洋室Ｂのイス等を利用することで，30 名（立食の場合は 60 名）程度までご利

用が可能になります。詳細はお問い合わせください。 

 〇 光熱水費  実費徴収  

※利用実態に応じ，後日お支払いいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



洋室（Ａ）※写真は使用例です（白布や食器等は備え付けておりません）  

 

南  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北  
 
テーブル９，イス１６ 

※ テーブルには加熱器具又は冷却器具を置かないでください。（変色等の原因になります。）  

※ レイアウトは御自由に変更して頂いて構いません。  

※ 洋室Ａは，洋室Ｂのイス等を利用することで，30 名（立食の場合は 60 名）程度までご利用が可能にな  

ります。詳細はお問い合わせください。  

 

 

 

テーブル  



洋室（Ｂ） 
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テーブル（長）６，テーブル（短）２，イス２０ 

※ テーブルには加熱器具又は冷却器具を置かないでください。（変色等の原因になります。）  

※ レイアウトは御自由に変更して頂いて構いません。  
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